
別紙様式第16号の27（第211条の84第２項関係）

（日本産業規格Ａ４）

１　計算書類に関する事項

(1)  有形固定資産及び無形固定資産　 （単位：百万円）

（記載上の注意）

１　資産の種類については、重要性に応じて適宜区分して記載すること。

２　当事業年度の減損損失の金額は「当期減少額」に括弧内書として記載し、「当期末残

高」は減損損失控除後の金額を記載すること。

３　償却累計率は、取得価額に対する減価償却累計額の割合を記載すること。

(2)  引当金

（記載上の注意）

１　計上の理由及び算定方法については、貸借対照表に注記したものを省略することが

できる。

２　当期首及び当期末貸借対照表に計上されている引当金（退職給付引当金を除く。）及

び法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金
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又は引当金で資産の部又は負債の部に計上することが適当でないものについて、設置

目的ごとの科目の区分により記載すること。

(3)  一般管理費の明細　　 （単位：百万円）

（記載上の注意）

１　少額短期保険持株会社の一般管理費の状態を明らかにするために必要があるとき

は、この様式に掲げてある科目を細分し、又はその性質を示す科目を設けて適切な場

所に記載すること。

２　監査役（監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員、指名委員会等設置会社に

あっては監査委員）が監査をするについて、参考となるように記載すること。

(4)  その他重要な事項

（記載上の注意）

その他財務諸表の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載するこ

と。

２　事業報告に関する事項

(1)  会社役員の兼職の状況

（記載上の注意）

１　本表における会社役員とは、取締役、監査役及び執行役をいい、会計参与を含まな

い。

２　取締役又は執行役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行

する社員又は会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ね

ることが重要な兼職（会社法施行規則第121条第８号に規定する重要な兼職をいう。

以下同じ。）に該当する者の兼職の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。

また、保険業法第272条の10第１項の規定に基づき金融庁長官の認可を受けている
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場合には、その旨を「その他」に記載すること。

３　監査役については、他の法人等の業務執行取締役、執行役、業務を執行する社員又

は会社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これに類する者を兼ねることが重

要な兼職に該当する者の兼職の状況（重要でないものを除く。）を記載すること。

４　兼職する他の法人等が金融業を営む場合には、その旨を「その他」に記載すること。

(2) その他重要な事項

（記載上の注意）

その他事業報告の内容を補足するために必要な事項は、その項目を掲げて記載する

こと。


